
秋田県幼児教育センターの取組
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１　幼児教育センターとしての組織的な取組

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築
　の必要性　

３　幼児教育推進体制の充実･活用強化のために

 ４　　幼児教育推進体制の質向上強化を目指して　

秋田県教育庁幼保推進課マスコットキャラクター
よっちゃん　ほっちゃん

幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会（第9回）資料

　令和4年１０月３１日（月）
秋田県教育庁幼保推進課

資料４



◇昭和６１年　　県教育庁に「幼児・養護教育課」を設置

◇平成１４年　　県教育庁総務課が私立幼稚園を所管

◇平成１６年　　「幼保推進課」を設置　保育所を所管

　　　　　　　　　　　（幼保一元化の実現）　 公・私立、設置形態を問わない

　　　　　　　　　　　「研修機会の提供」「園訪問による指導・支援」を開始

◇平成２２年　　県教育庁幼保推進課が、私立幼稚園を所管

　　　　　　　　　　　　　→県内すべての就学前教育・保育施設を所管

　　生涯学習の視点から、幼稚園と保育所、施設の違いはあっても、皆、
小学校に行く子どもたち。幼稚園と保育所が連携することが大事という
趣旨の提唱

１　幼児教育センターとしての組織的な取組　　（秋田県教育庁幼保推進課の歩み）

昭和４６年　幼保の一層の連携強化を当時の知事が提唱

2



秋田県の幼児教育推進体制（令和４年度）

課長

秋田県教育庁　幼保推進課　（幼児教育センター）

教育事務所（総務・幼保推進班）
北　（サテライトセンター） 南　（サテライトセンター）

　 班長
　　事務職員
　　指導主事（１→２）令和元年度～

　　幼保指導員（２）

　 班長
　　事務職員
　　指導主事（１→２）令和２年度～　

　　幼保指導員（２）

【指導班】
　　班長
　　指導主事（４）会計年度任用職員（１）
　　幼保指導員（２）
　　県教育･保育アドバイザー（１）

【調整・企画班】
　　班長
　　事務職員（8）
　　会計年度任用職員（１）

１　幼児教育センターとしての組織的な取組
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　４つの柱
　◆　教育・保育の充実
　◆　幼児教育の振興及び理解推進
　◆　教職員の資質の向上
　◆　家庭や地域社会との連携の推進
　

　　　　　 　　　　具現化を図るため

　３つのアプローチ

　●　研修機会の提供

　●　訪問等による個別支援
　●　情報提供及び発信

幼保推進課の所管研修・事業等及び就学前施設への訪問指導

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

秋田県の就学前教育･保育施設数
・公立:私立＝１：４
・保育所：幼稚園、幼保連携型認定こども園＝２：１
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◎園長等運営管理協議会
◎教頭・主任等研修会（Ⅰ・Ⅱ）

◎○幼稚園・保育所・認定こども園新規採用者研修
◎保育実践力習得研修会（Ⅰ・Ⅱ）※３年目対象（H28～)

◎幼稚園・保育所・認定こども園５年経験者研修（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
◎幼稚園・保育所・認定こども園中堅教諭等資質向上研修
◎園内研修リーダー養成講座（Ⅰ・Ⅱ）

◎就学前教育理解推進研究協議会　  
○就学前・小学校等地区別合同研修会　
他：乳児保育研修、幼児保育研修、食育・アレルギー対応研修会、保健衛生・安全対策、 　
　　　保護者支援・子育て支援、障害児保育研修、総合教育センターによる研修

　

開催場所：◎全県区　○県内３地区　　 

 　保育者のニーズに応じた内容、公・私立、施設形態を問わない研修体制に
より参加者が増加

幼保推進課の所管研修・事業等
２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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　 研修機会の提供
   公・私立　設置形態を超えて
   研修に参加
   研修の必要性、よさを実感

 　 研修機会の提供による教育・保育の質の向上を図る
好循環が生まれる（長期的な取組の成果）

各種園訪問
    園のニーズ、課題に対応
    研修の必要性、よさ、おもし     
    ろさを実感

主体的な園内研修への取組
園目標　園の重点
具現化に向けた取組
研修意欲の高まり

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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幼保推進課の所管園訪問事業

• 公立幼稚園・公立幼保連携型認定こども園計画訪問

• 認定こども園訪問

• 幼稚園・保育所・認定こども園等要請訪問

• 認定こども園サポート事業（年３回訪問）

• 実施市支援訪問

• 園支援訪問

• 市町村研修支援

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

△園のニーズの高まりとともに年1回の訪問が限界
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　 研修機会の拡充と研修内容の充実
　○指導の活用数の拡大、外部指導者の活用　

　　　

○研修参加者数の増加、設置形態等を問わない研修

　 市町村の教育・保育推進体制整備が不十分
　　・指導者の育成　・地域での研修機会の提供
　

　 県と市町村の連携体制が不十分
　　・市町村指導者の育成支援　・園の課題解決支援

　 研修を推進するミドルリーダーの育成が急務
    ・園内研修の推進役の育成

成　果

課　題

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

□文部科学省委託事業
　 　　 わか杉っ子！育ちと学び支援事業（H２８～３０）
       モデル３市の取組（県北、県央、県南）
□文部科学省補助金事業
       わか杉っ子！育ちと学びステップアップ事業（R元～)
       事業実施市の拡充（R４　県内８市に市AD配置)

文部科学省事業を活用
秋田県の課題解決への取組(全市町村へ行脚)

◇県の取組　・・・・・教職員の専門性の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　教育・保育推進体制の充実
◇県と市の取組・・・市教育・保育アドバイザーの育成
　　　　　　　　　　　　　　　　 市主催研修会の支援　　
◇市の取組・・・・・・・地域の課題に応じた研修の充実
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２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

「わか杉っ子！育ちと学び支援事業」（H２８～３０年度）
　　　　　～県とモデル３市との連携・協力による推進体制構築～
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県(幼保推進課：幼児教育センター) 県と市町村の連携 市町村

○幼児教育の質的向上を図るための人材育成
・キャリアステージに応じた研修等人材の育成
　→若年層及び中核リーダーの育成支援
・訪問等による各施設の課題やニーズに応じた
　支援
・市全体の課題やニーズに応じた研修等の開催
・地域や園種の垣根を越えた学び合いへの支援

○幼保小連携の推進
　・部局間連携による幼保小連携の推進
　・各園と小学校教職員を対象とした合同研修会
　　の開催　等

○配置市への継続的な支援
・公開保育研究会等の開催に向けた助言･支援
・市主催研修会への助言･支援

○配置市間のネットワーク構築による学び合いへ
の支援

　・アドバイザー連絡協議会の開催
　・配置市を会場とした「市アドバイザーに学ぶ
　　会」や「公開保育」の開催

○県教育・保育アドバイザーの配置
　・県全域での教育･保育の質向上のため研修や施
　　設訪問等により、市町村を支援
　・市町村教育･保育アドバイザーの育成･支援
　

○未配置市町村への支援
・市町村主催研修会への講師の派遣　等

○小学校教育との円滑な接続に向けた支援
　・「就学前･小学校等地区別合同研修会」の開催
　・小学校との連携に向けたコーディネート　等

○幼児教育の質的向上を図るための人材育成
・市町村のニーズに応じた研修の実施　等

○幼保小連携の推進
　・幼保小連携に向けた部局間の連絡調整　等

教育・保育アドバイザー未配置市町村への支援

教育・保育アドバイザー配置市による実施○教育・保育推進体制の拡充
　・市町村における就学前教育・保育推進体制につ
　　いての調査･分析
　　→支援の必要な子どもや家庭への対応、部局間

連携、保育従事者育成の取組等状況把握
　・有識者会議の開催
　　→事業推進に向けた助言等を得る　等
　・就学前教育推進協議会の実施
　　→配置市の取組及び好事例の発信　等

○教職員の専門性の向上
　・保育者等が習得すべき資質･能力ガイドライン
　　の活用
　・保育者の専門性向上を図る研修機会の提供
　　→「園内研修リーダー養成講座」の開催
　　　保育者の経験等に応じた年次研修の実施　等

○幼児教育についての理解啓発
　・幼保小接続についての理解を促すリーフレット
　　作成･配布→配布は就学時健診を想定

幼保推進課

わか杉っ子！育ちと学び支援事業

○「幼保小架け橋プログラム」の実施に向け、市町村を支援
○県内全ての子どもたちへの質の高い幼児教育の保障に向け、
　県全域での幼児教育推進体制の充実強化

　

秋田県の取組

教育・保育アドバイザー配置によ
る幼児教育推進体制の構築
　H28:３市　→　Ｒ４：8市

アドバイザーの配置・未
配置を問わない全県域
での支援体制が必要

アドバイザーの配
置市中心の支援と
なっていた

・｢幼児教育スタートプラン｣の具体化のため、
全国における「幼保小の架け橋プログラム｣
の実施に向けた取組など様々な事業を推進

国の取組

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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◇県教育・保育アドバイザーの配置　（H２８～１名）
　　　　 Ａ　市ＡＤの育成と活動支援
　　　        Ｂ　園の課題解決に向けた協議、情報収集
　　　        Ｃ　市ＡＤのネットワーク構築
　　　        Ｄ　教育・保育の内容の指導の方向性の統一

◇方法
　     ① 教育・保育アドバイザー連絡協議会
           （指導方法の理解、課題解決に向けた協議、ネットワーク構築）

　     ② 県教育・保育アドバイザー実施市支援訪問
　　　       （現地での市ＡＤ支援による課題対応）
　　　　③市アドバイザーに学ぶ会
       　　（市ADの園支援についての協議を通した資質能力向上）
　　　　④ 幼保推進課所管研修への市ＡＤ参加
　　　   　 （教育・保育内容の専門性、研修の企画・運営力の向上）
　　　　⑤ 県指導主事等園訪問時の市アドバイザー同行
　　　  　  （園の課題等の共有、指導の方向性の示唆）

 県と市ＡＤ配置市との連携（市ＡＤの育成・支援）

県ＡＤ配置の背景
・市ＡＤの経験値の
  ばらつき
・市の指導体制整備　
  状況の差
・市独自の方向性

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

12



２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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幼児教育センターとしての機能強化　　～県内バックアップ体制図～

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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市アドバイザーに学ぶ研修会

【参観】
　　　アドバイザーの関わりや  　
　支援方法等を学びます

教育・保育アドバイザー連絡協議会

【演習】
　　ロールプレイにより事例検
討をします

２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性
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２　県と市町村の連携による幼児教育推進体制構築の必要性

幼保小連携だより
就学前教育と小学校教育との

円滑な接続

　　 教育・保育や小学校での授業の様子
が分かります。相互参観や協議、合同研
修会等について、幼保小どちらにも情報
提供されます。
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３　市町村における幼児教育推進体制の充実・強化
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３　市町村における幼児教育推進体制の充実・強化
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３　市町村における幼児教育推進体制の充実・強化
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３　市町村における幼児教育推進体制の充実・強化
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３　市町村における幼児教育推進体制の充実・強化
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   □県・市町村行政の明確な推進体制構築ビジョン

　　□部局間連携、関係機関との連携　

　　□育ちと学びの連続性を踏まえた教育・保育

　　
　　□市町村での研修機会の提供・充実
　　　　 ・園のニーズ、キャリアステージ、様々な職務への対応
　　　　 ・近隣市町村への働きかけによる広域圏での研修
　　　　 ・アドバイザー未配置の市町村の保育者に対する研　　　
　　　　　 修機会

教育・保育の質の向上を図るための行政の役割

ポイント１

ポイント２

４　幼児教育推進体制の質向上強化を目指して
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　　　□県と市町村の連携体制の強化と重層的な支援

     　□アドバイザーの育成、ネットワーク構築　

　　　　□アドバイザー未配置地域の課題把握、継続支援　　　　

　　　　　　

　　　  □小学校教育との円滑な接続の推進
　　　　　　・市町村に応じた架け橋期のカリキュラム開発会　　
　　　　　　　議の支援
　　　　　　・カリキュラム、教育方法の充実・改善を促進

ポイント4

４　幼児教育推進体制の質向上強化を目指して

教育・保育の質の向上を図るための行政の役割

ポイント３
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幼児教育と小学校の架け橋特別委員会

秋田県幼児教育センター

　　　　　秋田県教育庁　幼保推進課 指導班

　　　　　　　　〒010-8580　秋田市山王三丁目１－１
　　　　　　　　　　　　電  話 ： 018－860－5126
　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ： 018－860－5850
　　　　　　　ＨＰ　秋田県教育庁幼保推進課保育情報サイト
　　　　　　　　　　　『わか杉っ子元気に！ネット』
　　　　　　（http://common3.pref.akita.lg.jp/youho/）


